
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：2016 年 8 月 28 日（日） 

     13：00～16：00（受付 12：30～） 
 

会場：新長田勤労市民センター 3 階 

                 大会議室  
神戸市長田区若松町5丁目5-1  

JR/新長田駅南側（ピフレではありません） 

市営地下鉄/新長田駅南側 いずれも徒歩約2分 
 

・当事者発言 （盲ろう者・難聴者・ろう者） 

・講演 講師：藤原精吾弁護士  
参加費： ひょうご聴障ネット会員無料 

非会員 500 円 

※手話通訳・要約筆記・磁気ループがつきます 

※保育あり （3 歳～小学生 無料 要申込 7/31 締切） 
 

詳しくはひょうご聴障ネット事務所までお問合せ下さい。 

 

1967 年より弁護士活動開始。日本弁護士連合会副

会長､ 同人権擁護委員長などを経験。1998 年より

日本社会保障法学会理事、2009 年より特定非営利

活動法人兵庫障害者センター理事長を務める。日弁連

障害者権利条約日弁連レポート作成員。 

主な事件活動（社会保障関連）：堀木訴訟事件（一審

より上告判決まで）、市立尼崎高校筋ジストロフィー

入学拒否取消請求（玉置君）事件、障害年金事件、ノ

ーモア・ヒバクシャ訴訟、生活保護老齢加算廃止、保

護基準引き下げ違憲訴訟など。 
●お問合せ● 

ひょうご聴障ネット事務所 

Tel：078-362-5250/Fax：078-362-5270 

4 月からスタートした障害者

差別解消法と改正障害者雇用

促進法。これまでにどのよう

な変化があったか、具体的な

事例をもとに、それぞれの法

律との関わりについて、分か

りやすくお話いただきます。

ぜひご参加ください！ 


